
三次市教育委員会議案第１７号 

 

 

三次市民ホール設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則案を次のよ

うに提出する。 

 

 

令和元年８月２３日 

 

 

三次市教育委員会教育長 松 村 智 由  

 

 

三次市民ホール設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 

（案） 

 

三次市民ホール設置及び管理条例施行規則（平成２７年三次市教育員会規則第

２号）の一部を次のように改正する。 

 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

附属設備及び備品の利用料金               （単位：円） 

区分 名称 単位 利用料金 

舞台関係 音響反射板 １式 ４，４００

所作台 １式 ４，４００

平台 １枚 ２１０

松羽目幕 １式 ２，２００

毛せん １枚 ３２０

金屏風 １双 ２，２００



演台 １式 ５５０

 

司会台 １式 ４３０

指揮台 １台 ３２０

上敷 １枚 ２１０

ピアノ(スタインウエイ) １台 ５，５００

ピアノ(ヤマハ) １台 ４，４００

ピアノ（ヤマハＣ３） １台 ２，７５０

ピアノ(アップライト) １台 ５５０

プロジェクター １台 ３，３００

スクリーン １式 １，４２０

譜面台 １枚 １００

バレエシート １枚 ５５０

黒紗幕 １枚 １，１００

プログラムスタンド（めくり） １台 ２１０

ひな段けこみ １枚 １００

仮設花道 １式 ４，４００

仮設前舞台 １式 ４，４００

仮設スピーカー台 １式 ３，３００

鳥屋囲 １式 ５５０

音響関係 拡声固定装置 １式 ３，３００

音響効果設備 １台 ８７０

移動スピーカー（大） １台 １，６５０

移動スピーカー（小） １台 １，１００

マルチケーブル １組 ８７０

ダイナミックマイク １本 ７６０

コンデンサーマイク １本 ８７０

ワイヤレスマイク １ＣＨ １，１００

持ち込み機器電源 １ｋＷ ２１０

３点つりマイク装置 １式 １，１００



マイクスタンド １本 １００

 

移動式ミキサー １式 ３，３００

音響調整卓（リハーサル室） １式 １，６５０

移動型スピーカー（リハーサル室） １台 １，１００

照明関係 調光装置 １式 ２，７５０

ボーダーライト １列 １，１００

サスペンションライト １台 ２１０

アッパーホリゾンライト １列 １，６５０

ローアホリゾンライト １列 １，１００

シーリングライト １台 ２１０

スポットライト １台 ２１０

ストリップライト １台 ４３０

カラーフィルター １枚 ５５０

ピンスポットライト １台 ４，４００

エフェクトマシン等効果器 １台 ７６０

持ち込み灯体 １ｋＷ ２１０

プロセニアムスポットライト １台 ２１０

トーメンタルスポットライト １台 ２１０

フロントサイドライト １台 ２１０

ミラーボール １式 １，１００

７５０ｗソースフォー １台 ２１０

ＰＡＲライト １台 ３２０

天井反射板ライト １式 ３，３００

５００ｗハロゲンスポットライト １台 ２１０

移動型調光器（リハーサル室） １式 １，６５０

その他 移動型スクリーン（大） １式 ７６０

移動型スクリーン（小） １台 ２１０

移動式鏡 １枚 ２１０

シャワー室 １室 ２１０



机 １脚 １００

 

椅子 １脚 ５０

展示用パネル １枚 １００

ブルーレイディスクプレーヤー １台 ８７０

映像スイッチャー １台 １，４２０

ＴＶモニター １台 ８７０

ドラムセット １式 １，１００

トランシーバー １台 ５５０

備考 

１ シャワー室は，条例別表に定める時間区分ごとに算定する。 

２ 椅子及び机は，会議以外の目的で使用する場合のみ算定する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の三次市民ホール設置及び管理条例施行規則の規定は，

この規則の施行の日以後に納付すべきものについて適用し，施行日の前日まで

に納付すべきものについては，なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず，この規則の施行日の前日までに支払われた利用料

金については，なお従前の例による。 


